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〔キーワード〕立体的形状（商標法３条１項３号・

３条２項）、商品の機能・美観、立体形状のみの

自他識別力、実用新案権・意匠権の存続期間満

了と立体的形状商標の登録

【事案の概要】

１　特許庁における手続の経緯等

（１）　原告（君岡鉄工株式会社）は、平成26年７
月23日、（別紙）本願商標目録のとおりの構成
から成り、第６類「くい」を指定商品とする、
立体商標（以下「本願商標」という。）の登録出
願（商願2014－61502号）をした（乙１）。

（２）　原告は、平成27年６月９日付けで拒絶査定
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を受けたので、同年９月14日、これに対する不
服の審判を請求した（乙23）。

（３）　特許庁は、これを、不服2015－16890号事
件として審理し、平成29年６月19日、「本件審
判の請求は、成り立たない。」との別紙審決書

（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）
をし、同年６月30日、その謄本が原告に送達さ
れた。

（４）　原告は、平成29年７月25日、本件審決の取
消しを求める本件訴訟を提起した。

２　本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書（写し）のとお
りである。要するに、本願商標は、商標法（平成
26年法律第36号による改正前のもの。以下同じ。）
３条１項３号に該当し、かつ、同条２項に該当し
ないから、登録を受けることができない、という
ものである。

３　取消事由

（１）　商標法３条１項３号に該当するとの判断の
誤り（取消事由１）

（２）　商標法３条２項に該当しないとの判断の誤
り（取消事由２）

【原告の主張】
１　取消事由１（商標法３条１項３号に該当すると

の判断の誤り）について

（１）　本願商標の構成態様について

本願商標の形状は、以下の特徴を全て備えた
ものである。
①　円柱状の中央部分から頭部と先端部に向け

て、円錐状の絞り加工部分がある。
②　頭部側、先端部側ともに、絞り加工部分の

途中に１本の外周線がある。
③　頭部側については、外周線を越えた後も絞

りは続くが、絞り切る前に、絞り加工部分よ
り大径のリング部分及びリング部分より小径
の台形部分があり、これが頭部の末端となる。

④　先端部についても、外周線を越えた後も絞
りが続くが、絞り切る前に、絞り加工部分よ
り大径のリング部分及び絞りの線よりも鋭角

の線による円錐部分があり、これが先端部の
末端となる。

（２）　本願商標の立体的形状と一般的な杭の立体

的形状との対比

一般的な杭の形状は、鉄パイプを切断した
ものである「単管杭」であり、頭部から先端ま
で同一径の円筒であり、先端を円錐状に尖らせ、
頭部の先端（打込部）を円盤状に平らにした長
い棒状の形状ではない。そして、本願商標に係
る杭が単管杭とは異なることは、証拠（甲３、
８〜12、14〜23、24の１〜３、25〜28、29の１・
５〜17、110、117〜119、123〜125）により裏付
けられている。

仮に一般的な杭が、本件審決が認定するよう
に、先端を円錐状に尖らせ、頭部の先端（打込
部）を円盤状に平らにした長い棒状の形状から
成るものであるとしても、本願商標は上記（１）

の４つの特徴を全て備えたもので、一般的な杭
とは大きく異なる特徴を有している。なお、本
件審決は、本願商標と実質的に同一の形状から
成る杭も流通しており、この形状が一般的であ
るとするが、これはコピー商品であり、かかる
コピー商品流通の事実は、本願商標に係る杭の
形状が商標として認めるに値するものであるこ
との根拠にこそなれ、本願商標に係る杭の形状
が一般的であり、商標として認めるべきではな
いことを基礎付けるものではない。

（３）　本願商標が、機能又は美観上の理由による

形状の選択の範囲のものではないこと

本件審決は、本願商標を機能又は美観上の理
由による形状の選択として生じ得る範ちゅうの
ものとしたが、誤りである。

確かに、頭部の絞り加工は、頭部に加えられ
た打力を杭全体に分散させる機能を有しており、
先端部の絞り加工は、固い地面に杭を打ち込み
やすくする機能を有する。しかし、本願商標に
係る杭には、頭部を絞るだけではなく、絞った
頭部をわざわざ膨らませるリング状の膨らみと、
この膨らみの上に蓋をしたような部分があると
ころ、頭部に加えられた打力を杭全体に分散さ


